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平成２６年度 

柔 道 整 復 師 卒 後 臨 床 研 修 制 度 概 要

お問合せ 公益財団法人柔道整復研修試験財団 卒後臨床研修担当 

〒108-0074 東京都港区高輪 3-25-33 長田ビル 4 階 

ＴＥＬ：03-3280-9720（代） ＦＡＸ：03-3280-972１ 

研修生 ： 平成 2６年新規免許取得者（既免許取得者で研修を希望する者も含む） 

研修希望者は週４０時間程度の臨床研修施設での研修が必要なことから、施術所の 

開設者となるなど研修に専念できない者は研修生となる資格を有しない 

研修希望者は臨床研修施設の研修受け入れ承諾が必要である 

臨床研修施設は、すでに財団から指定済みの施設があるが、そうでない施設での研修を希望する場合

は次の条件などを満たす必要がある 

実施時期 ： 原則として平成 2６年 4 月からの 1 年間 

研修内容 ： 「臨床研修」と「医療人（柔道整復師）研修講座」の受講 

※臨床研修 

財団が認定する臨床研修施設において１年間 (週４０時間程度)研修する 

※医療人（柔道整復師）研修講座 

    4 日間 20 時間の研修講座を受講する 

研修費用 ： ２0,000 円 

●柔道整復施術所（認定要件抜粋） 

１．柔道整復師が開設者であり、３年以上の開業経験があること（養成施設附属柔道整復施術所にあっ

ては、経過年数を問わない） 

２．開設者が柔道整復師でない場合、当該施設における指導柔道整復師(施術管理者)としての管理

経験が３年以上であること（養成施設附属柔道整復施術所にあっては、経過年数を問わない）

３．複数の柔道整復施術所を開設している場合、開設者が専従している一施設以外の施術所は、施

術管理者の管理経験が当該施設において３年以上であること 

※ 以上のいずれの場合でも、開設者や施術管理者となる柔道整復師が平成１８年３月以降の免許取

得者の場合は、卒後臨床研修の修了者であること、または、認定卒後臨床研修指導柔道整復師である

こと 

●保険医療機関など 

財団に届出を行った医療機関とする 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

柔 道 整 復 師 卒 後 臨 床 研 修 Ｑ ＆ Ａ

Ｑ．卒後臨床研修の意義は？ 

Ａ．柔道整復師は、古来の伝統医学と実践的施術を継承するとともに、医学的知識や判断能力など資

質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であります。また、独立して患者と接し問診・

視診・触診などにより傷病の柔整診断や施術を行なうこととなるため、より臨床能力を高めてお

く必要があります。そのためには、卒後直ちに少なくとも１年間以上は施設にて臨床研修指導を

受け、高い臨床能力を修得しておく必要があります。 

卒後臨床研修は国民への安全な医療提供の実現を図るため、柔道整復師の資質向上を目的に、

生涯教育の一環として関係の方々のご協力を得て財団で行なっている研修です。 

Ｑ．卒後臨床研修が推奨されるのはなぜでしょうか？ 

Ａ．柔道整復師は医学的知識や判断能力など資質向上を図り、その実務能力を高めることが重要であ

るため、柔道整復師の養成施設においても、臨床実習は相当時間義務付けられておりますが、より

臨床能力を高めておくためには、一定期間の研修が必要だからです。 

また、１８年３月以降に柔道整復師の資格を取得した方が、将来臨床研修施設として研修生を受

け入れる場合に、卒後臨床研修の修了が必須となります。 

Ｑ．医療人研修講座開始はいつから？ 

Ａ．基本は９月から１２月の４日間を予定しています。月１回日曜日を想定しておりますが、会場毎

に設定する都合上、講師・会場設定などの理由で、８月開催や月２回の開催、土曜・祝日開催とな

る場合も考えられます。 

Ｑ．申込はいつまでですか。新規免許取得者のみですか？（参加資格について） 

Ａ．申込期間は平成２６年１月１５日から平成２６年７月２５日(消印有効)までです。 

既免許取得者の参加もできます。ただし、新規・既免許取得者共に、臨床研修施設で研修が受け

られることが申込の条件となりますので、申込期間中に臨床研修施設が決まらない場合は、来年度

以降の申し込みとなります。 

Ｑ．パートタイム勤務のため週４０時間程度の研修時間を研修（勤務）することができません。 

Ａ．臨床研修は臨床研修施設にて週４０時間程度を１年間研修することになっています。 

  また、研修期間は翌年度末までの最大２年間のうちに修了することになっております。 

  つまり、週４０時間程度１年間の研修時間を２年以内に修了できるのならば、研修申込は可能と

なります。手続きのご案内をいたしますので財団にご連絡ください。 

卒後臨床研修制度について 

研修申込について 

医療人研修講座について

Ｑ．なぜ研修費用が 2 万円に改定されたのか？  

Ａ．昨年度までの収支のバランスが取れず赤字のため、研修制度を維持するにはやむを得ず値上げに

踏み切りました。柔道整復師の地位向上のためにも、是非多くの方の参加をお待ちしております。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．医療人研修講座を欠席することになった場合は？ 

Ａ．欠席した科目を他会場、もしくは来年度いずれかの会場で受講してください。 

  来年度受講の場合、研修費用の追加はありません。 

  ただし、来年度までの２年間以内に修了しなければ、卒後臨床研修は修了となりません。 

Ｑ．研修生を年度途中で受け入れた場合の手続きは？ 

Ａ．研修生が提出する「施設変更届」に必要事項の記載と承諾印をお願いします。（臨床研修施設の

手続きがまだの場合は、施設申請書・届書のご提出をお願いします。） 

研修修了後の評価表は、研修生が記入した受入前の自己評価と受入後の先生の指導評価を勘案し

て３０項目と総合評価をお願いします。 

Ｑ．都合により現施設で研修を継続出来なくなった。 

Ａ．離職、転職、病休などの場合は研修期間の中断を認め、翌年度中まで研修期間を延長することが

できます。ただし、来年度までの２年間以内に修了しなければ、卒後臨床研修は修了となりません。

研修期間、研修施設の変更手続きが必要となりますので、財団にご連絡ください。 

Ｑ．医療人研修講座のみに参加できないか？ 

Ａ．卒後臨床研修は臨床研修と医療人研修講座の 2 本立てとなっているので、医療人研修講座のみ

の受講は出来ません。 

Ｑ．施設を複数開設しているが、全部臨床研修施設認定されますか？ 

Ａ．【柔道整復施術所】 

まず、臨床研修施設認定要件に「１人の柔道整復師名で登録できるのは、その柔道整復師が専ら

従事している１施設とする」との決まりがあります。 

複数の柔道整復施術所を開設している場合、開設者専従の１施設以外の施術所（開設者が資格

を有していない場合にあっては、その施術所も）は、当該施設において指導柔道整復師(施術管理

者)としての管理経験が３年以上であることなどを確認のうえ認定することになっております。他

にも認定要件がございますので、詳しくは「実施要領１２．臨床研修施設の認定要件」をご参照

ください。 

  【保険医療機関など】 

届出制となっておりますので、柔道整復師卒後臨床研修施設届はすべて受理させていただいてお

ります。 

研修開始後の問題について 

臨床研修施設について

認定卒後臨床研修指導柔道整復師について 

Ｑ．平成 18 年 3 月以降に免許を取得したが卒後臨床研修を受けていない。将来臨床研修施設とし

て研修生を受け入れたいがどうすればいいか？ 

Ａ．平成 18 年 3 月から平成 2１年 3 月までの免許取得者で 5 年以上(平成 26 年 4 月 1 日時点)

柔道整復師として臨床経験があり、かつ卒後臨床研修を修了していない者を対象にした「認定卒後臨

床研修指導柔道整復師」の制度をご受審ください。認定者は卒後臨床研修修了と相同となり、3 年以

上の開業経験があれば、申請により臨床研修施設として認定をします。 
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←
→

↑

　
　

　
②

実
施

協
力

依
頼

・
周

知
→

←
⑨

施
設

認
定

申
請

（
様

式
８

）

←
⑨

医
療

機
関

届
（
様

式
９

）

⑩
施

設
認

定
・
届

出
受

理
通

知
→

・
③

研
修

申
込

、
承

諾
、

施
設

認
定

申
請

・
届

出
⑨

の
働

き
か

け
→

→
④

研
修

申
込

書
（
様

式
１

）
←

⑦
←

②
　

実
施

協
力

依
頼

・
周

知

研
修

費
用

払
込

報
告

書
（
様

式
２

・
３

）
→

[臨
床

]

研
修

証
（
様

式
４

）
 　

　
　

 送
付 →

←
⑤

　
　

医
療

人
研

修
講

座
受

講
証

記
載

（
様

式
５

） →
⑥

→
[講

座
]

⑦
→

⑦
→

←
⑧

評
価

表
送

付
（
様

式
６

）

（ 公 社 ）

　 日 本 柔 道 整 復 師 会

（ 公 社 ）

　 全 国 柔 道 整 復 学 校 協 会

臨 床 研 修 認 定 施 設

（ 施 術 所 ・ 医 療 機 関 ）

者

復
②

 実
施

協
力

依
頼

・
周

知

道
新

道

柔 整
既 免 許 取

師 養

受
講

証
送

付
（
様

式
５

）

成 学

得

研
修

証
交

付
（
様

式
４

）

研
　

　
修

試

校

①
　

実
施

協
力

依
頼

・
案

内
配

布

柔
 評

価
表

送
付

（
様

式
６

）

整 復 研 修

柔 道 整 復 師 諸 団 体

　 医 療 人 研 修 講 座
全 国 ８ 会 場

修
了

認
定

証
交

付

１
５

．
　

研
　

修
　

実
　

施
　

要
　

領
　

フ
　

ロ
　

ー
　

チ
　

ャ
　

ー
　

ト
　

財 団

（
公

財
）

験
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※
は

本
文

参
照

部
分

№
動

　
　
作

　
　
区

　
　
分

様
式

番
号

摘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

①
　
実

施
協

力
依

頼
、
案

内
配

布
　
（
公

社
）
日

整
会

長
・
諸

団
体

長
、
（
公
社

）
学

校
協

会
長

、
各

養
成

学
校

長
宛

に
実

施
協

力
依

頼
。

　
案

内
用

の
実

施
要

領
冊

子
を
配

布
す
る
。
ま
た
実

施
要

領
を
財

団
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
す
る
。

②
　
実

施
協

力
依

頼
・
周

知

　
（
公

社
）
日

整
会

長
・
諸

団
体

長
か

ら
所

属
会

員
宛

に
、
施

術
所

認
定

申
請

の
協

力
依

頼
を
周

知
す
る
。

　
学

校
協

会
か

ら
各

養
成

学
校

へ
協

力
依

頼
を
周

知
す
る
。

　
全

養
成

校
に
て
卒

業
予

定
者

に
冊

子
を
配

布
し
て
い
た
だ
く
。

　
財

団
か

ら
臨

床
研

修
認

定
施

設
へ

協
力

依
頼

・
周

知
す
る
。

③
　
研

修
申

込
・
臨

床
研

修
受

入
依

頼
　
（
臨

床
研

修
施

設
認

定
申

請
・
医

療
機

関
届

）
様

式
　
１

　
研

修
申

込
者

は
申

込
前

に
臨

床
研

修
を
希

望
す
る
施

設
を
任

意
に
選

定
す
る
。

　
研

修
受

入
承

諾
を
得

て
、
開

設
者

の
承

諾
印

を
受

け
、
様

式
２
･４

と
と
も
に
財

団
へ

送
付

す
る
。
　
※

４
頁

　
（
施

設
が

未
認

定
・
未

届
の

場
合

、
研
修

申
込

者
は

⑨
の

認
定

申
請

又
は

届
出

を
開

設
者

に
依

頼
す
る
。
）

④
　
研

修
申

込
書

・
研

修
費

用
払

込
書

・
報

告
書

・
研
修

証
様

式
　
１
・
２
・
３
・
４
　
研

修
申

込
者

は
研

修
費

用
を
専

用
払

込
書

（
様

式
３
：
見

本
）
で
払

込
み

、
払

込
受

付
証

明
書

を
費

用
払

込
報

告
書

（
様

式
２
）
に
貼

付
す
る
。
研

修
証

（
様

式
４
）
に
本

人
の

顔
写

真
を
貼

付
し
、
必

要
事

項
を
記

載
す
る
。

様
式

１
・
２
・
４
を
財

団
へ

送
付

す
る
。
　
※

４
頁

⑤
　
研

修
証

交
付

・
受

講
証

記
載

様
式

４
・
５

　
財

団
は

申
込

必
要

書
類

を
確

認
し
、
研

修
証

を
交

付
す
る
。

　
研

修
生

は
研

修
証

を
開

設
者

に
提

示
し
、
ま
た
、
医

療
人

研
修

講
座

出
席

時
に
持

参
す
る
。

　
（
研

修
講

座
の

受
講

証
（
様

式
５
）
に
受

講
す
る
開

催
地

・
研

修
生

番
号

・
研

修
年

度
・
氏

名
を
記

載
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

５
頁

⑥
　
臨

床
研

修
・
医

療
人

研
修

講
座

実
施

　
研

修
希

望
施

設
で
１
年

間
研

修
。
期

間
中

に
医

療
人

研
修

講
座

（
４
日

間
）
を
受

講
す
る
。
　
※

５
頁

様
式

５
　
医

療
人

研
修

講
座

を
受

講
す
る
時

に
受

講
証

を
受

付
に
提

出
す
る
。
　
※

６
頁

　
研

修
生

は
、
医

療
人

研
修

講
座

の
１
２
科

目
受

講
後

、
受

講
証

を
財

団
へ

送
付

す
る
。
　
※

６
頁

様
式

６
　
臨

床
研

修
の

評
価

は
、
評

価
表

に
よ
る
各

期
間

ご
と
に
自

己
評

価
を
し
、
指

導
者

評
価

と
総

合
評

価
を
受

け
る
。
評

価
表

は
指

導
者

、
又

は
指

示
を
受

け
た
研

修
生

が
財

団
へ

送
付

す
る
。
　
※

６
頁

⑧
　
修

了
認

定
証

交
付

　
修

了
審

査
の

う
え
、
修

了
者

に
は

、
財

団
代

表
理

事
名

の
修

了
認

定
証

を
交

付
す
る
。
　
※

６
頁

⑨
　
臨

床
研

修
施

設
認

定
申

請
・
医

療
機

関
届

様
式

　
８
・
９

　
認

定
を
希

望
す
る
施

術
所

は
、
様

式
８
に
必

要
事

項
を
記

載
し
財

団
へ

申
請

す
る
。
医

療
機

関
に
あ
っ
て

は
、
様

式
９
に
必

要
事

項
を
記

載
し
財
団

へ
届

出
す
る
。
　
※

８
頁

⑩
　
施

設
認

定
・
届

出
受

理
通

知
　
認

定
要

件
に
基

づ
き
審

査
し
、
認

定
施

設
（
施

術
所

）
に
は

認
定

証
を
交

付
す
る
。
ま
た
、
保

険
医

療
機

関
な
ど
に
は

、
届

出
受

理
番

号
を
通

知
す
る
。
　
※

８
頁

⑦
　
講

座
受

講
証

・
臨

床
研

修
評

価
表

の
送

付

【
　
研
　
修
　
実
　
施
　
要
　
領
　
フ
　
ロ
　
ー
　
チ
　
ャ
　
ー
　
ト
　
説
　
明
　
】
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様式　２

柔道整復師卒後臨床研修費用払込報告書

１．研修費用払込受付証明書貼付欄

研修費用２０，０００円を専用払込用紙（１４

頁裏面に見本）により、金融機関に払込

み、「振替払込受付証明書（ATMの場合は

ご利用明細票の原本）」をこの欄に貼付す

ること。

　※受験票が交付される
　　前の申し込みの場合は

　（手元に専用用紙がない場合は、金融機

関に備え付けの払込書の利用やＡＴＭ振込

みでもよい。）

２．��２���������は、��柔道整復師���験受験��を下記に記載すること。

　　空白でよい。

３．��２���前の������は、��������を下記に記載すること。（左詰め）



  (記���)

男

女

　　昭和　・　平成　　　４　年　　　５　月　　２３　日　　　　　　　（満　　２１　歳）

(������名、号�まで記入すること。）

  (�上記申込時住所と��場合は記入��。)

　　○○○専門学校

フ 　リ　 ガ　 ナ 　　　マルマルセッコツイン

施　　設　　名 　　 ○　○　接骨院

フ　 リ　 ガ　 ナ 　　　ｼﾞｭｳｾｲ　ｲﾁﾛｳ

開　設　者　名
（　開設者が柔道整復師の資格を
有しない場合などは、施術管理者

名：８頁１２、１３参照　）

　   柔整　一郎

所　　在　　地

電　話　番　号 　　　（０３）○○○○－○○○○

Ｆ  Ａ  Ｘ  番 号 　　　（０３）○○○○－○○○○

　　　　　代　表　理　事　　　　福　　島　　　　統　　殿

平成２６年　３月　１日

申　込　者　　　　卒後　太郎　　　印

　　　公益財団法人柔道整復研修試験財団

　 様式　１   　　　　　　　 　　　　　柔道整復師卒後臨床研修申込書

（○○○○）○○　－○○○○

１．北海道　　　　　２．宮城県　　　　　３．東京都　　　　　４．石川県

卒業（見込）養成校名

　フ　リ　ガ　ナ

申込時電話番号

卒業（見込）年月

申込時ＦＡＸ番号

　                    上記のとおり柔道整復師卒後臨床研修を申し込みます。

卒
後
臨
床
研
修
希
望
施
設

（ ○○○○ ）○○－○○○○

研修期間中の居住地住所
（未定でその後決定した場合や
変更があった場合などは　「研修
生変更届」 ((様式７:１８頁))を提
出すること。）

　〒○○○－○○○○

      東　京　　  都・道・府・県　　　○○市　○○町○－○－○

研修開始(予定)日 　平成　２６　年　　４　月　　１　日　　（研修開始日を様式６「評価表」に転記すること)

研修期間中電話番号

５．愛知県　　　　　６．大阪府　　　　　７．岡山県　　　　　８．福岡県

研修受入承諾印

　氏　　　　　　名

生　年　月　日

申込時住所

卒後　太郎

　〒○○○－○○○○

  平成　　２６　年　　３　月
　（　　卒業　　・　　見込　　）

試験合格回
（　年度　）

　　第　　２２　回　（合格・受験）
　　（　昭和・平成　２５年度　）

 医療人研修講座開催地
（３頁を参考に必ず○印）
（受講する開催地を様式４「研修証」様式
５「受講証」に転記すること。)

　　　○○コーポ101号室

修��定証に記�するので��に記入のこと。

     ○　○　  都・道・府・県　○○市　○○町○－○－○

ソツゴ　タロウ

　　　

〒○○○－○○○○
　東京　都・道・府・県　　○○区○○町○－○－○　○○ビル１階

（ ０９０ ）○○○○－○○○○研修期間中ＦＡＸ番号 （　　　　　）　なし

印

印

研修証・日�表などの��の��とな
るので、申込後に住所などの変更があっ
た場合は�や�に「研修生変更届」 (様
式７:１８頁)を提出すること。

施設が臨床研修施設未��の場合は、卒後臨床研修施設�

定申�書（様式８：１�頁）または卒後臨床研修施設届（様式�：

２�頁）を申込書などと���財団���すること。(８頁１２、

１３参照)

平成２５年度卒後臨床研修は平成２６年４月１

日��の開始となるので、４月１日��で臨床

研修を開始した日�を記入する。研修開始日は

����日と��しな����い。

臨床研修期間は開始日��１年間となる。

研修開始日を様式６「評価表」に転記すること。

��８�場
なお、��・���所在

地��の開催地での申し
込み���。

受講する開催地を様式

４「研修証」様式５「受講

証」に転記すること。

臨床研修受入承諾の証
�となるので、必ず�印し
�いた��こと。

柔道整復師��試験合
格回と年度とを記入し、
合格に○をすること。

合格�の申し込みの場

合は受験回、年度を記

入し、受験に○をする。

- 14 -



様式　3



【記載要領】

柔道整復師卒後臨床研修証

開   催   地【　　　東　京　都　　　】

研修生番号【　　　　　　　　　　　　　】

氏　　名

第　１０　回  （平成26年度）

研修開始日【　平成26年　　　月　　　　日～】

東京都○○市○○町○-○-○　○○コーポ101

　様式　4

卒後　太郎
ソツゴ　　タロウ

 　　　　代表理事　 　福　 島　　　 統 　　　  印

　　(主催)　公益財団法人柔道整復研修試験財団

臨床施設研修及び医療人研修講座受講時に提示。
（受講の受付時には受講証・様式5も提出すること。）

住　　所
(※研修時の住所を記載すること）

フリガナ

「柔道整復師卒後臨床研修申込書(様
式１・１３頁表面）医療人研修講座開催
地欄」で選択した開催地を記入する。

原則８会場（３頁２）
なお、自宅・勤務先所在地以外の開

催地への申し込みも可能。

縦4.0㎝×横3.0㎝の写真を
貼り付ける。(カラー・白黒
を問わない)
写真の裏面に氏名を記入
すること。

住所、氏名、フリガナを記入すること。
（住所は研修期間中居住している所を
記入する。）

研修生番号は財団で記入するので空
欄にしておくこと。

研修申込書に記入した研修
開始日を記入すること。

様式　4
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様式　5

管理者印 開　催　地

学術講座（必修）

専門基礎分野講座

業務関連講座

臨床講座

社会活動講座

氏　  　名
フ リ ガ ナ

 ：

施術録の意義 　年 　月　 日

医　療　人　研　修  講  座　受　講　証

講　義　日

　年 　月　 日

　年 　月　 日

　年 　月　 日

　年 　月　 日

科　　　目

研修の目的と意義

医の倫理

右記の５
科目のう
ち学術講
座を含む
４科目を
受講する
こと（会
場によっ
て開催が
異なる）

　年 　月　 日

　年 　月　 日

医接連携

画像読影法

救急処置

保険制度

　年 　月　 日

　年 　月　 日

　年 　月　 日

　年 　月　 日

開　催　地  ：

リスクマネジメント 　年 　月　 日

　年 　月　 日

　研修年度：　平成　　　　年度　　研修生番号  ：
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様式６                                          ��������������������� 

   柔道整復師卒後臨床研修評価表  

 
研修生番号【       】【平成   年度生】                                

研修生氏名                                 柔道整復施術所名                        

医 療 機 関 名                    

１．研 修 期 間  平成   年   月   日から    指導者名（開設者）                印  

平成   年   月   日までの１年間 

２．評価表作成日  平成   年   月   日                                       

３．評 価 基 準  ４段階評価 （良い：４、 まあ良い：３、 普通：２、 良くない：１、 未経験は空欄）  

                                                 自 己 評 価（期間）    指導者評価     

評      価      項      目 １～３ ４～6 ７～9 1～12 １ヶ月 ～ １２ヶ月

1) 柔道整復師にふさわしい身だしなみや言葉、態度を身につけ、時間を守ることができる。      

2) 患者の訴えを的確に分析できる。      

3) 同僚との人間関係を築くことができる。      

4) 困難な問題は指導者に適切に相談することができる。      

5) 患者・施術・業務に対し責任を持って行動できる。      

6) 患者との会話においてプライバシーの保護、インフォームド・コンセントに配慮できる。      

7) 常に患者側に立ち考え、会話し、行動できる。      

8) 柔道整復師の業務範囲、健康保険制度に則った施術を行うことができる。      

9) 施術録に患者氏名、保険者名など正確に記載できる。      

10) 生涯学習に取り組むことができる。      

11) 患者の不安を和らげ、プライバシーに留意した施術ができる。      

12) 問診、触診による把握を的確に行うことができる。      

13) ROM、MMT など計測、評価を行うことができる。      

14) 運動器疾患検査、評価を行うことができる。      

15) 神経学的検査、脈管検査、評価を行うことができる。      

16) 治療機器の効果・禁忌を理解し、取り扱うことができる。      

17) 患者に四肢の損傷、症状を的確に述べることができる。      

18) 患者に頸・腰部の損傷、症状を的確に述べることができる。      

19) 損傷の度合いを判断できる。      

20) 施術録を論理的で、明確に記載できる。      

21) 損傷の鑑別、ステージ判断のもと施術できる。      

22) 合併症に留意した施術ができる。      

23) レントゲン像など読影を理解することができる。      

24) 患者の生活習慣、仕事、社会背景に留意した措置ができる。      

25) 損傷に対する施術、固定など処置を適切に行うことができる。      

26) 医師の診察の必要性について評価、判断できる。      

27) スポーツ損傷の救急処置、指導管理を行うことができる。      

28) 患者、家族に適切な指導管理を行うことができる。      

29) 医接連携に基づく紹介、返書、対応を行うことができる。      

30) 検査、施術に対するインフォームド・コンセントに配慮することができる。      

                          総合評価        

修了認定証送付先：(自宅・勤務先)〒                         TEL                   
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������� 

 

 

 

��研修期間 

開始日、終了日を必ず記載する。 

※注意  

研修開始日は平成２６年４月１日以降、様式

１の開始日と同日とすること。研修修了日は

研修期間が１２ヶ月間を終えた日を記載する

こと。

自己評価(期間)欄 

研修生が自己評価する。 

（1～3ヶ月、4～6ヶ月、7

～9ヶ月の3か月毎に、

最後の欄は12ヶ月間を

通して、それぞれ４段階

評価をする。） 

指導者評価欄 

評価項目ごとに指導者

から4段階評価を受け

る。 

総合評価欄 

指導者から研修項目全

体について４段階の総

合評価を受ける。 

修了認定証送付先：(自宅・勤務先)〒                  TEL             

 

修了認定証送付先 

卒後臨床研修修了認定証の送付先について、自宅・勤務先を選択の

うえ、住所(施設選択の場合は施設名も記載)・電話番号を記載する。 

【     】【平成２６年度生】 

 



���

������柔��復������
����������������

��� ������� ������� �����

����

�������������������

����

����

����

柔��復�����������������

��������������������

�����������������

����������】��������】

�������������������
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フ　リ　ガ　ナ

施　　設　　名

フ　リ　ガ　ナ

開　設　者　名
（　開設者が柔道整復師の資格
を有しない場合などは、施術管
理者名：８頁１２、１３参照　）

生  年  月  日

免 許 登 録 日 　　昭和　・　平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

卒後臨床研修修了認定番号  　【　　　　 － 　　　　　　　　】

認定卒後臨床研修
指導柔道整復師番号  　【　　　　 － 　　　　　　　　】

開 設 年 月 日

開　設　番　号
(開設番号がない場合は空欄でよい)

〒　　　　－

電　話　番　号

Ｆ Ａ  Ｘ 番 号

　　　　印

※注意
　平成18年3月以降の免許取得者が施設
認定を申請する場合は、本財団主催の卒
後臨床研修の修了者であること。または、
認定卒後臨床研修指導柔道整復師であ
ること。

　　昭和　・　平成　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

都・道・府・県　　　　　

　　大正　・　昭和　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

免許登録番号 　【　　   　　　　　　　　　　　】

卒後臨床研修を修了した者の場
合は修了認定証に記載されてい
る番号を記入する。

開設届出保健所・届出年月日
届出保健所：

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 届出

認定卒後臨床研修指導柔道整
復師は認定証に記載されている
番号を記入する。

開　設　者

 様式 ８　　　　　  　柔道整復師卒後臨床研修施設認定申請書 　　【柔道整復施術所用】

　　　定める臨床研修施設の認定要件８頁１２．に基づき認定申請する。

　　　　当施設は、貴財団が主催する柔道整復師卒後臨床研修の実施にあたり、貴財団が

施 設 所 在 地

施術室・待合室面積

　　　　　公益財団法人柔道整復研修試験財団

施設の設置概要

　　　　　　 代　表　理　事　　　　福　　島　　　　統　　殿

　財団ホームページ認定施設リスト掲載の諾否 諾　　　　　・　　　　　否　

　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

  氏　名

　　　（　　　　　　　）

　　　（　　　　　　　）

研修生受入見込人数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

柔 道 整 復 師 数

ベ　ッ　ド　台　数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　㎡
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3



フ　リ　ガ　ナ

医 療 機 関 名

フ　リ　ガ　ナ

院　　長　　名

（診療所長名）

診療開始年月日

〒　　　　－

電　話　番　号

Ｆ Ａ  Ｘ 番 号

所属する診療科名

指導者氏名

氏名 　　　　　印

保険医療機関コード 　【　　   　　　　　　　　　　　】

　　　　　　　大正・昭和・平成　　　　　年　　　　月　　　　日

都・道・府・県　　　　　

　　　（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

医　　　師　　 数

柔道整復師数

　       　　（届出者）　医療機関代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

諾　　　　　・　　　　　否　

研修生受入見込人数

（役職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施 設 所 在 地

診　療　科　目
施設の設置概要

 様式  ９　　　　　        　  柔道整復師卒後臨床研修施設届　　  　【保険医療機関など用】

　　　　　公益財団法人柔道整復研修試験財団

　　　　　　 代　表　理　事　　　　福　　島　　　　統　　殿

　　　　　　　　臨床研修施設の認定要件８頁１２．に基づき臨床研修施設として届出をする。

　　　　　　　　　当施設は、貴財団が主催する柔道整復師卒後臨床研修の実施にあたり、

　　　（　　　　　　　）

　医師名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(柔道整復師名：　　　　　　　　　　　　　　　）

　財団ホームページ届出施設リスト掲載の諾否

　　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
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